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一般質問

松下久己

働
き
方
改
革
に
つ
い
て

・

問
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
は
国

の
99
％
、
従
業
員
の
７
割
で
、

日
本
の
経
済
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
ま

す
。
東
日
本
大
震
災
後
、
原
発
の
停
止

か
ら
市
の
経
済
低
迷
が
始
ま
り
、
年
々

悪
化
し
て
い
ま
す
。
中
小
企
業
・
小
規

模
企
業
が
活
性
化
す
る
施
策
、
振
興
策

は
答
「
企
業
立
地
奨
励
補
助
金
」、「
設

備
投
資
促
進
事
業
費
補
助
金
」

が
あ
り
ま
す
。
市
単
独
の
支
援
は
「
御

前
崎
市
企
業
誘
致
並
び
に
市
内
企
業
育

成
資
金
利
子
補
給
金
」
が
あ
り
ま
す
。

問
中
小
企
業
に
は
あ
る
が
小
規
模

企
業
へ
の
制
度
は
「
利
子
補
給

金
」
と
「
電
源
立
地
給
付
金
」
し
か
な

い
。
こ
れ
で
は
振
興
策
が
あ
る
と
は
言

え
な
い
の
で
は

答
後
継
者
不
足
も
問
題
で
す
の

で
、
そ
の
事
業
者
の
後
継
者
を

ど
う
育
て
て
い
く
の
か
、
こ
の
問
題
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

問
静
岡
県
で
は
中
小
企
業
・
小
規

模
企
業
振
興
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。
こ
れ
を
機
に
近
隣
の
掛
川
市
、

菊
川
市
、
牧
之
原
市
な
ど
で
も
制
定
す

る
よ
う
に
な
り
総
合
的
に
推
進
し
て
い

ま
す
。御
前
崎
市
に
お
け
る
中
小
企
業・

小
規
模
事
業
振
興
条
例
に
つ
い
て
の
考

え
は答

中
小
企
業
や
小
規
模
企
業
は
、

経
済
を
支
え
る
大
変
重
要
な
存

在
で
あ
り
振
興
に
関
す
る
姿
勢
を
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
関
係
機
関

と
協
議
を
重
ね
、
中
小
企
業
・
小
規
模

企
業
へ
の
支
援
活
動
に
努
め
、
合
わ
せ

て
条
例
制
定
に
着
手
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

問
条
例
制
定
は
ス
ピ
ー
ド
感
が
大

切
で
す
。
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は答

関
係
機
関
と
協
議
を
重
ね
条
例

の
手
続
き
を
調
整
し
ま
す
。

問
従
来
型
の
働
き
方
の
見
直
し
に

つ
い
て
伺
う

答
平
成
30
年
３
月
に
改
定
し
た

「
御
前
崎
市
特
定
事
業
主
行
動

計
画
」
に
基
づ
き
、
年
次
休
暇
の
取
得

促
進
や
時
間
外
労
働
縮
減
に
向
け
た
取

り
組
み
を
推
進
し
、
週
休
日
の
振
り
か

え
徹
底
、
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
実
施
、
時

差
勤
務
出
勤
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
会
議
な

ど
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
の
見
直
し
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
。

問
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実

現
は
で
き
た
の
か

答
１
月
に
、
菊
川
市
と
協
働
で
イ

ク
ボ
ス
宣
言
を
実
施
し
ま
し

た
。
ま
た
、
職
員
が
心
身
と
も
に
健
康

で
元
気
に
職
務
を
遂
行
で
き
る
よ
う
、

平
成
30
年
４
月
か
ら
毎
月
１
回
「
職
員

何
で
も
相
談
」
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
研
修
や
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
、
職
員
の
心
理
的
な

サ
ポ
ー
ト
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

問
支
援
制
度
の
充
実
に
つ
い
て
伺

う

答
育
児
休
業
や
共
済
組
合
に
よ
る

給
付
な
ど
、
仕
事
と
家
庭
の
両

立
を
支
援
す
る
た
め
既
存
諸
制
度
の
周

知
、
妊
娠
中
及
び
出
産
後
に
お
け
る
業

務
軽
減
措
置
、
意
識
改
革
な
ど
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
来
年
４
月
か
ら

施
行
さ
れ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

に
よ
り
、
臨
時
職
員
や
非
常
勤
職
員
の

身
分
保
障
、
勤
務
条
件
や
給
与
処
遇
な

ど
の
改
善
を
行
い
、
非
正
規
職
員
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
生
産
性
を
向
上
さ
せ

る
こ
と
で
、
正
規
職
員
の
負
担
軽
減
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

問
長
時
間
労
働
の
是
正
は
断
行
で

き
た
の
か

答
法
改
正
に
伴
い
、
御
前
崎
市
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
規
則
を
一
部
改
正
し
、
原
則
１
ヶ

月
45
時
間
、
１
年
３
６
０
時
間
を
上
限

に
す
る
な
ど
、
規
則
の
整
備
を
行
い
ま

す
。
今
後
は
、
特
定
事
業
主
行
動
計
画

に
基
づ
く
取
り
組
み
に
加
え
、
国
や
他

の
自
治
体
の
取
り
組
み
事
例
を
参
考

に
、
職
員
の
働
き
方
改
革
を
進
め
て
い

き
ま
す
。

一般質問

水野克尚

中
小
企
業
な
ど
へ
の
振
興
に
つ
い
て

中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
振
興

　
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

・・

振興基本条例


